
令和７年５月１４日 

新宿区障害者福祉課 

 

令和６年度 指定障害福祉サービス事業者等運営指導 実施状況 

 

１ 実施事業所（事業者）数 

 ３１事業所（３０事業者） 

 

２ 実施事業数 

 ６２事業 

事業種別 実施数（※） 

居宅介護 ９ 

重度訪問介護 ４ 

同行援護 ４ 

行動援護 １ 

移動支援 ９ 

計画相談支援 ３ 

共同生活援助 ２ 

短期入所 ２ 

放課後等デイサービス ７ 

児童発達支援 ６ 

生活介護 ２ 

就労移行支援 ５ 

就労継続支援Ｂ型 ４ 

就労定着支援 ３ 

自立訓練（生活訓練） １ 

合計 ６２ 

※ １事業所において複数の事業を運営している場合を含みます。 

 

３ 指導事項 

⑴ 文書指摘事項を通知した事業所数 

２４事業所 

⑵ 文書指摘を行った件数 

５７件 

※ １事業所において複数の事業を運営している場合において、複数の事業で 

同一の指摘をしたときは１件としています。 



⑶  文書指摘事項の内容 

指摘事項 件数 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備等を

行うこと。 

１１ 

感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないための措置を講じる

こと。 

９ 

業務管理体制を整備し、当該業務管理体制に関する事項を届け出るこ

と。（変更の届出も含む。） 

７ 

区規則第 82号に定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を新

宿区長に届け出ること。 

４ 

安全計画を策定すること。 ３ 

身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じること。 ２ 

虐待の発生及び再発を防止するための措置を講じること。 ２ 

サービス提供時モニタリング加算について適正に算定すること。 ２ 

継続サービス利用支援費について適正に算定すること。 ２ 

欠席時対応加算について適正に算定すること。 ２ 

業務継続計画を策定し、必要な措置を講じること。 １ 

運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

１ 

支援法施行規則に定める事項に変更が生じたときは、その旨を東京

都知事に届け出ること。 

１ 

身体拘束廃止未実施減算について、所定単位数を減算していないの

で是正すること。 

１ 

業務継続計画未策定減算について、所定単位数を減算していないの

で是正すること。 

１ 

虐待防止措置未実施減算について、所定単位数を減算していないの

で是正すること。 

１ 

送迎加算について適正に算定すること。 １ 

介護給付費について適正に算定すること。 １ 

就労支援関係研修修了加算について適正に算定すること。 １ 

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算について適正に算定す

ること。 

１ 

利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書

により当該利用者又はその家族から同意を得ること。 

１ 

消防訓練を適切に行うこと。 １ 



従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。 １ 

合計 ５７ 

 

 

⑷ 改善状況（令和７年５月１４日現在） 

 改善済 改善中 合計 

事業所数 ３０ １ ３１ 

 


